
【令和８年７月８日現在】

種別 団体名 主な出願資格 月額 期間
募集要項
配布先

書類
提出先

願書提出締切
（必着）

給付
公益財団法人

渥美国際交流財団

①日本の大学院博士課程に在籍し、当財団の奨学金支給期間に博士号を取得する見込みのあ
る方 。正規在籍年限を超えたために、あるいは、海外の大学院より博士号を取得するために、
研究員等として日本の大学院に在籍する方も含みます。
②渥美奨学金の受給期間に、所属する大学院研究科（研究室）と居住地が、関東地方（東京都・
神奈川県・埼玉県・千葉県・茨城県・栃木県・群馬県）または近畿地方（大阪府・京都府・兵庫県・
滋賀県・奈良県・和歌山県・三重県）にある方
③国際理解と親善に関心を持ち、当財団の交流活動に積極的に参加する意思のある方
④渥美奨学金の受給期間に、正規の職（常勤職）に就いたり、他の奨学金を受ける予定のない
方（当財団は当財団は常勤職の方の受給、および月額10万円以上の他の奨学金との重複受給
は認めません。）

詳しくは財団HPよりご確認ください。
https://www.aisf.or.jp/jp/scholarship.php

250,000円
2027年
 4月～
 1年間

財団HP 財団
2026年
9/1～
9/20

令和９年度  地方公共・民間育英団体奨学金  「一般公募」募集団体一覧

和歌山キャンパスに所属する出願希望者は希望する団体の募集要項を配布締切までに、奨学金担当窓口（２号館１階事務室）の窓口にてお受け取りください。
（一部、団体ホームページよりダウンロードあり）

（注意事項）
・給付奨学金の申込は 1 人 1 団体です。（日本学生支援機構の給付奨学金は除く） 　　個人応募であっても学校の公印のいる推薦書を必要とする場合は、１団体の応募と数えます。
・令和９度 地方公共・民間育英団体奨学金の「大学推薦」に登録申請される方は「一般公募」の給付奨学金には申込できません。
・令和９年４月時点で奨学団体等から給付奨学金の受給が確定している方は対象外です。（日本学生支援機構の給付奨学金は除く）
・令和９年度世耕弘一給付奨学金に申込される方は、地方公共・民間育英団体の給付奨学金の申込はできません。
・特待生制度等に該当している方も申込は可能です（令和7年度より変更）。
 併給可能か（特待生制度の規定内容）は所属学部の学生センターで確認してください。（注意：優先度は低くなります。財団が不可とする場合は申込できません。）
・推薦人数に限りがある団体は学内選考を行います。
・令和９年度の学年で表記しています。

1 / 1


